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２．令和５年度第１回上尾市子ども・子育て会議 

 

（１）開会 

 

（２）議題 

 

① 令和４年度上尾市子ども・子育て支援事業計画の進捗状況について 

（資料１、資料２） 

事務局より説明 

 

ご質問、ご意見がございましたらお願いします。 

 

資料 1にある質問に対する回答に関しては、この会議の場ではなく別途

ということですが、その理由は会議時間の短縮なのでしょうか。例えば乳

幼児健康診査や、障害児保育事業等については、恐らくこの実績あるいは

目標について、これで適切かどうかも含めてのご質問だと思います。これ

に対する回答は、当然作った方が回答しているので適切ですという回答に

なっているかと思いますが、そのあたりの議論がないままに進んでしまう

と、非常に一つ課題だと思います。その点についてはどのようにお考えな

のかお伺いします。 

 

今回は議題がたくさんあるため、質問に対する回答一つ一つについて議

論をさせていただくと、他の内容が時間内に終わらないことを懸念しまし

て、事前に皆様にご質問をいただいて回答を作成し、報告をさせていただ

いております。この回答についてこれでおしまいという形ではないのです

が、この場で全て議論するのはなかなか難しいと考えます。また、ご質問

があれば再度いただいて、回答を作成し皆様に周知をさせていただきます

ので、本日は個々の事業の内容について、この場で回答するという形は控

えさせていただいているという事情でございます。 

 

そうすると、今回は質問票でいただいているので、意見を述べる場がな

いんですよね。もし文書でやりとりをするということでしたら、きちんと

意見を述べる形にさせ、それが反映されないのであればそれは個別に説明

をするか、あるいは次の会議の場でなぜ反映しなかったのか説明しない

と、この会議の結果として公表されたものが、私達の意図しているところ

と違う結果になってしまうと思います。次もまた質問票という形で出すの

だと思いますが、恐らくいくつかの質問については改善をすべきだという

趣旨で質問を出している部分があると思いますので、そこについてはきち

んと意見を表明する場を設けていただくとともに、それがどのような形で

処理されるのかということもできる限り公表していただくようにお願い

いたします。 
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そのように進めさせていただこうと思います。 

 

他にいかがでしょうか。 

 

養育支援訪問事業についてですが、すごくいい事業だと思います。困っ

ているお母さん達、自分ではなかなか上手く養育ができないお母さん達の

お宅を訪問して、ヘルパーさんが相談を受けながら子育てを手伝っていく

事業です。私達は学習支援を行っていますが、埼玉県内で 1,700世帯全部

に家庭訪問に行くのですが、養育で困っていない親御さんは実際のところ

一人もいません。程度はいろいろありますが、訪問していると養育支援訪

問事業をぜひ使って欲しい親御さんはいっぱいいます。ただ、誰もこの養

育支援訪問事業を知りません。令和 6年の児童福祉法改正にもこの養育支

援訪問事業は大きな目玉となっていますので、今後の周知の方向性や利用

の基準、ヘルパーを派遣してできることを限定した中で家事支援をするの

か相談支援までするのか、方向性があれば教えていただきたいと思いま

す。 

 

土屋委員からご指摘ご意見いただいたところですが、令和 6年度に養育

支援訪問事業の取扱いがどう変化するかというのはまだ決まってないお

話であるため、今後の展開としては未定というところです。現在の養育支

援訪問事業の進め方について説明させていただくと、乳児家庭全戸訪問事

業等で一時訪問をした後に、心配なご家庭が出てくると、そのご家庭にど

うやってアプローチしていくかという中での一つの事業になりますので、

心配なご家庭を全て養育支援訪問事業でカバーしていくのではなく、保健

センターの保健師訪問や、我々のケースワーカーの訪問等で実施している

ところです。その中の一つとして養育支援訪問事業で保健師訪問を補完す

るために、ヘルパーを中心に派遣をしております。今後の利用の周知につ

いては、こちらは利用者側の申請ではなく、市役所やその他の機関の方で

困難と把握した家庭へのアプローチの一つとして訪問事業を行っていま

すので、一般的に「困っている方は利用できますよ」という周知がなかな

か難しいものになります。アプローチしてもコロナの影響で家に入って欲

しくないというケースもありますが、その辺りが少し解消してきておりま

すので、利用実績等は今年度も増えており、来年度以降も増加していく見

込みです。 

 

こんにちは赤ちゃん事業で 100％全員に訪問をして、その中で特に困難

のある子どもを養育支援訪問事業できちんと繋げていくという仕組みだ

ということはよく分かりました。 

 

他にいかがでしょうか。 

 

今のお話にあった養育支援訪問事業は、量の見込みが 13人ですが、母

子手帳を受け取っている人は 1,492人です。私も子育てしていてこんにち

は赤ちゃん事業も受けているのですが、一時訪問では保健師さんから特に

悩んでいない普通のお母さんとして見られていたと思います。しかし実際

は両親が遠方で夫は夜まで仕事でおらず、私 1人でずっと子どもを見てい
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たため、産後うつとかノイローゼにもしかしたらなっていたかもしれな

い、本当にギリギリの状態でした。どの家庭でも手伝ってくれる人がいる

とは限りませんので、普通の家庭でも利用できるように何か対策を考えて

くれないかなと思います。加えて、保健師さんやヘルパーさんが家に来る

となると、家が汚くて恥ずかしいというお母さんがたくさんいますので、

電話やＬＩＮＥ等もう少し気軽に保健師さん等の専門家に相談できるよ

うな仕組みを作っていただければと思いました。 

 

貴重なご意見ありがとうございました。これはご意見として承ることか

と思いますが、事務局で回答があればお願いします。 

 

養育支援訪問事業については説明したとおりですが、今のご意見のよう

に、訪問を受けること自体にためらいがあるけれども悩みを抱えている方

は大勢いらっしゃると思います。そういった方にも届けられるように、子

ども家庭総合支援センターでは母子保健コーディネーターへの相談がで

きますし、出産・子育て応援給付金の開始に伴い妊娠届出時や出産後の機

会を通して面談・電話を行っております。その他には、子育てサロン等参

加いただけるもの等がございますが、そういったメニューも、いろいろご

意見を伺いながら増やしていきたいと考えております。 

 

 大事なご意見だと思います。養育支援訪問事業以外にも市として独自の

ことをいろいろ行っているけれども、やはり周知がまだまだ届いていない

所があるのだと思いました。 

 他にご意見はよろしいでしょうか。 

 それでは、ただいまの事務局からの報告を承認することにしたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。 

 

 一同承認 

  

②令和４年度上尾市子どもの貧困対策計画の進捗状況について 

（資料３） 

事務局より説明 

 

ただいまの事務局からのご説明についてご質問、ご意見ございましたら

お願いいたします。 

 

No.15の養育費を受け取っている世帯の割合が下がった原因として、新

型コロナの影響となっていますが、それは全国的な傾向として表れている

ということでよろしいのか、何か独自の調査の結果そうなっているのでし

ょうか。作成時点の令和 3年度も既にコロナの影響を受けていたと思うの

ですが、そこから大きく変化した理由としてはどのようにお考えでしょう

か。 

 

児童扶養手当の受給者を対象に、毎年の状況について伺う現況届という

ものがあり、養育費の受給状況も含め申請をいただいています。その際に、

昨年度まで養育費を受け取っていたがもらえなくなった、という方にはど
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ういったことが原因かお話を伺っております。その中で、養育費を支払う

側の収入が下がってしまい養育費を払えないと言われているとお答えい

ただいた方が、かなり多くいた印象でございます。ただ、現状として集計

しているものは児童扶養手当の受給者のうち養育費を実際に受け取って

いる人数の割合というところでしかございませんので、全国的なものにな

りますと、全国ひとり親世帯等調査というのがございますが、これは 5年

に一度の集計となっているため、全体的な状況については掴めておりませ

ん。 

 

私が実際に関わったケースで、同じように新型コロナウイルスの影響で

養育費が払えないというお話があったのですが、弁護士に入っていただい

てお話を進めたら実際にはそうではなかった、というケースが 2件ほどあ

りました。この資料は公表されるものなので、この評価理由はきちんと確

認をした上で、それに対してどのような対応をとるかが行政の支援の部分

になってくると思います。つまり養育費を受け取れるようにするというの

がこの目標ですから、取り決めに従って養育費を受け取れるようにすると

いうのが行政としての支援のあり方だと思うのですが、その点については

いかがでしょうか。 

 

基本的には皆様のお話を聞き状況に応じて、法テラス等の専門家の方、

または裁判所に相談に行くことも可能であるというお話をさせていただ

くこともございます。ご相談があれば、法律相談等もご案内しているとこ

ろです。 

 

受給者の行動を促すというのがこの事業の方向性ということで示され

ていますが、それ以上に払う側に対してどのように働きかけをしていく

か、あるいは受給者の方が行動を取れるように促していくかが本来の示さ

れるべき内容だと思いますので、この翌年度の方向性の部分については改

めてご検討いただくことを要望いたします。 

 

ただいまの内容はご意見としてよろしくお願いいたします。 

他にご質問ご意見はございますでしょうか。 

それではただいまの報告を承認することといたします。よろしいでしょ

うか。 

 

一同承認 

 

③上尾市子ども・若者ケアラー支援の推進に関する条例の制定について

（資料４-①、資料４-②、資料４-③） 

事務局より説明 

 

大変興味深いプレゼンをしていただきました。今の事務局説明に対して

ご質問ご意見お願いいたします。 

 

「軽率に話してみたい」というカードですが、すごくいいなと思いまし

た。対象として思い浮かぶ高校生がいるのですが、例えば学童でお迎えに
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来ている高校生にカードを渡すのは、周りに親御さんもいらっしゃるので

やはり難しいと思います。上尾市の高校ではない子たちへの発信方法を、

私達も含めて協力したいと思うのですが、どのようにしていけばいいかを

教えていただきたいです。 

 

我々も悩んでいるところですが、まずは市内の高校に伺って啓発を行

い、もしそこで市外の方から相談が入ってきた場合は、適切に相手の市町

村に繋ぐなど連携していきたいと思います。上尾市だけではなくて、大き

なことを言えば全県のヤングケアラーを繋いでいくことができればと考

えております。 

 

このカードに対する思い入れというのはよく分かったのですが、このカ

ードを渡して子どもが見たときに、自分がヤングケアラーだと思うか、相

談するのかというのは疑問に思いました。また、子ども目線と言いつつ大

人目線で考えているようにしか感じられなかったのですが、例えばこのカ

ードを小・中学生の授業で取り上げて、意味をちゃんと知らせた上で使う

のであれば良いのですが、カードの裏表を見ただけだと、今の状況を考え

るきっかけになるようには思えませんが、その橋渡しというのはどのよう

に考えているのでしょうか。 

 

私達が市内の学校に行って授業で広報をし、改めてカードを配布すると

いうのが、広報の第 1段階として考えております。このカードを見て、ヤ

ングケアラーのことが全て分かるか、相談したいと思うかというと、この

カードだけではわからないと思います。ただ、ＱＲコードが入っておりま

すので、そこから市のホームページに繋がり、ヤングケアラーとは何かや、

いろいろな支援の情報等が入っております。このカードを通して、まず知

っていただく、興味を持っていただくというのが第一歩と考えておりま

す。その次に、ヤングケアラー本人から相談してもらえるように、例えば

ミニ講座や授業等でこちらから出向いていって声を掛けていただけるよ

うに広げていきたいと考えております。 

 

このカードを作る際に、私も最初原田委員さんと同じことを思いまし

た。カードの裏面にヤングケアラーと記載がありますが、実は当初案では

記載はなくて、これだけは入れてくれとお願いして追記しました。つまり

子ども家庭総合支援センターでは、ヤングケアラーという言葉をなるべく

出さないで相談をさせたいというコンセプトから始まっています。学校や

教育委員会でも同じように説明をしてきましたが、このカードの言葉は使

い方としては決して間違っていないのですが、やはり最初は、これは文法

上違うのではないか、こういったものを出していいのかといった反応でし

た。ただこのカードをもらった子どもが、「軽率に話してみたい」という

役所ではないようなことが書いてあるので、親しみやすさも感じてくれる

のではないか、そしてすぐにＱＲコードでヤングケアラーのポータルサイ

トに繋がるようになっていますので、そういったところに最初の狙いがあ

ります。これが「助けます」というメッセージですと、恐らく伝わらない

と思います。ご意見はごもっともですが、これ何なんだっていうところで

興味を持ってもらえたなら、それがコンセプトです。今後、学校で配布し
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事務局 

ますが、今お伝えしたコンセプトは小学生には通用しないと思いますの

で、小学校高学年以上でこれを配布し、低学年にはまた別のものを考えて

おります。 

 

他にいかがでしょうか。 

 

資料４-①の３ページに若者ケアラーの定義は 30歳代までとあります

が、これは 40代までの間違いということでよろしいでしょうか。資料４-

②の第２条では 40歳までとなっております。もう一つ確認ですが、この

カードのＱＲコードはポータルサイトに繋がるということでよろしいで

しょうか。 

 

まず一つ目の質問ですが、現在子ども家庭総合支援センターの相談業務

の中で、0歳から 30歳代・40歳に達するまでの相談業務をやっておりま

す。それに合わせて条例でも 40歳に達するまでとしていますが、40歳ま

でという線引きは正直なところ引くつもりはなくて、ただ年齢を入れなく

てはいけない必要性から概ね 30歳代までの方は若者ケアラーとして支援

していこうということです。それを超えた年齢であったとしても、他の支

援に繋ぐといったことをしていきたいと思います。 

２点目のＱＲコードについては、ポータルサイトに繋がり、こういった

相談機関がありますという案内であったり、オンラインサロンへの案内、

私達ヤングケアラーコーディネーターとの面談の案内などと繋がってい

く予定になっております。 

 

まず一つ目の、資料４-①の記載は条例と合わせた方がよろしいのでは

ないかということで、私は齟齬があるのはよろしくないと思っておりま

す。２点目のカードの方は、すごく工夫していると私も思いますし、授業

と共に啓発するという広げ方の取り組みもすごくいいと思います。子ど

も・若者ケアラー、ヤングケアラーというのは発見するのが難しいという

ことが、この会議でもすごく重要な問題点として出てきていると思います

し、そういう着眼点で条例を作られたのだなということも条例を見てよく

分かります。そのため、取組みを推進する一環としてカードというものを

使うのだと、そのコンセプトについても大きなところでは私も賛成・応援

しておりますし、これがいい形で生かされたらいいなと思います。一つ意

見としては、ここでＱＲコードを読み込んだとして、そのポータルサイト

が今度は勝負所になるのだろうと思いますが、もうワンステップ何か工夫

があってもいいのかなと思いました。今日の説明の仕方も魅力的だったの

で、例えばもう 1回映像で、授業をしたのであればそこからもう 1つ繋が

るようなものがあってから、またその次に行ってもいいのではないかと思

います。難しい問題ではありますが、工夫して取り組めたらいいなという

意見です。 

 

ありがとうございました。応援のご意見だったかと思いますが、もし何

か事務局からお返事があればお願いいたします。 

 

ご意見ありがとうございます。ポータルサイトにつきましては、ご意見
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のとおり子どもや若者が興味を持っていただけるような内容に今後して

いきたいと考えております。小学校低学年用のポスターも含め、これって

あなたはどちらでしょうという、どちらが正解ともいえない究極の選択と

いうクイズを載せて考えてもらうようなポスターや、ポータルサイトでも

どちらを選ぶか答えた人がグラフで視覚化できるような仕組みというの

も使っていきたいと思っています。子どもだけでなく大人も閲覧できるよ

うな形にできたらいいなと思っておりますので、応援のほどよろしくお願

いいたします。 

 

他にいかがでしょうか。 

 

僕は対象者ではないので、このカードそのものがいいか悪いか判断がつ

きませんが、ここまでのプロセスがどうであったのか教えていただきたい

です。実際対象となる小学校の高学年、中学生・高校生、大学生それぞれ

で多分コンセプトも違うと思いますが、その子どもたちのワークショップ

などで、この伝え方がベストなのか、それとも別の方法がいいのか、そう

いったことを 1回フィルターを通してから予算化するなり、印刷するなり

していただきたいです。私も以前難民支援の関係で中学生に展開しようと

したときに、錚々たる大企業の大人たちが半年かけて考えたプログラムよ

りも、中学生が 3回ワークショップをやって考えた方が、他の中学校に展

開したときに明らかに反応が良かったというのがありました。やはり大人

とは啓発の視点が全く違って、今回の件にも通じますが、その際も反省し

たのは、難民という言葉を使わずに難民のことを考えてもらおうというも

ので半年間広告代理店に入って考えてもらいましたが、結局ダイレクトに

伝えた方が私達はよく考えますというのが結論でした。大人の目線として

は、ダイレクトに伝えるのではなく、気軽に考えてもらいそこをきっかけ

や入り口にしてもらってとなるのですが、全く同じことを実践してあまり

うまくいかなかったという経験があります。もし、もう既に当事者の方達

の意見を踏まえてこの結果になっているということであれば教えていた

だきたいのですが、その場合であってもやはり小学校の高学年と高校生・

大学生は全く違うし、実際のヤングケアラーの負担や内容も変わってくる

のだと思いますので、１回フィルターをかけるということと、段階を設け

るということについてはいかがですか。 

 

１回フィルターをかけるということを経なくては、今回この会議では、

このカードは出さないというご意見でしょうか。既に印刷の準備をして９

月には配布するということで学校に周知はしてきたのですが、今一度これ

は１回止めるべきだということで、確認なのですがよろしいでしょうか。 

 

僕としては、伝わるものを予算をかけて作るべきだと思っています。今

までの流れが分からないので、例えば聖学院の学生さんが関わって作成し

たとか、小学生・中学生・教育委員会の意見を踏まえてこういうものが出

来上がっているのであれば、それはそれで一つの考えだとは思います。し

かし、もしそのあたりが事務局で良いものということで進めてきたという

ことならば、一委員の私個人の意見としては、全員にアンケートを取ると

は言わないですが、きちんと響くかどうか、少なくとも例えば中学生に聞
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いてみるとか、当事者になり得る世代の声をどう反映させるかが重要だと

思います。中学生や高校生の意見を踏まえて、彼らが良いと思う、これだ

ったら相談したいと思うものが出来上がりましたと打ち出したらすごく

良いものになると思うんですよ。そのため、これまでの流れで、当事者の

ターゲット層の意見がどのように反映されてきたのか。加えて展開の仕方

も、どこで渡されたら一番響くか、家庭訪問なのか先生から貰うのか、自

分で手に取った方がいいのか、当事者の意見を踏まえてやった方がいいと

思います。結果的に 1年運用したときにやっぱり別の方が良かったとなる

と、本当なら相談できた子どもが放置されることが１件でもあっては駄目

ですので、きちんと響くものを作るためには当事者に聞くこと、少なくと

も例えばヤングケアラーの経験者等に意見を聞くぐらいはできると思い

ます。その他には、恐らく相談件数やＱＲコードの検索件数も分かると思

うので、相談が上手く伸びなかったときに、どの時点で方向転換するかと

いう点はいかがですか。 

 

委員さんのご意見なので、当然我々は吸い上げなくてはいけませんの

で、お伺いしたところです。 

このカードには主語がありませんが、子どもだけでなく親も対象として

います。家庭でのケアが全ていけないものと思われるのも違いますし、親

も相談していいのではないかということで、コンセプトは先ほど説明した

とおりです。また、相談できない子を１件も残してはいけないと言われて

しまうと、このカードを配っただけでは申し訳ないですが無理だと思いま

す。ただ、コーディネーターはスクールカウンセラーをやっていますので、

学校の子どもたちの意見を聞く中で実施したということでございます。で

すから、もしそういうフィルターを経なくてはいけないということであれ

ば、ここで議論いただいてよろしいかと思います。ただこちらとしては、

９月には配布予定で進めているところでございます。 

 

久しぶりに良いプレゼンを聞きました。いろんなご意見を伺って、反対

意見もあるし賛成の方もいますが、ただ一つ言えるのは皆さんがこの言葉

で興味を持ったというのがすごく大きいと思います。長期間考えて正論を

探すのに数ヶ月待つのなら、時間がないと思いますので、すぐに走り出し

た方がいいと思いますし、新しいチャレンジとして非常にいいと思いま

す。ここでポイントになってくるのは、いつ見直すか、その状況を把握す

るところでトラッキングの重要性です。どうするかの判断は１年というサ

イクルでは正直難しいと思います。そこをどのぐらいのサイクルにするか

というのはご検討されたらいいかと思いますが、そのプロセスさえしっか

りしてれば、走っていかなければゴールには着かないと思うんですね。で

すから、やってみて見直しをしながら常に動いていくことが、こういった

新しい分野、見方を変えるという時には必要だと感じております。個人的

には、上尾市の取組みが斬新な発想になったのでとても嬉しく、本当に楽

しみにしています。 

 

先の海老原委員からのご質問に対する部長のご回答で、リサーチがいわ

ゆるパブリックコメントの形ではなされていないけれども、スクールカウ

ンセラーなどの現場を通して子どもたちの意見を吸い上げていたり、そも
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そもこのカードの対象自体が子どもだけではなく大人も含まれていると

いうことから、必ず子ども目線だけでの必要性がないということも説明い

ただきました。 

他にいかがでしょうか。 

 

すごくいいアイディアだなと思いました。私は小学生の子どもがいるの

ですが、小学４年生くらいになってスマホを持っている子が増えました。

一方で、持っていない子どもで、スマホの普及で自宅に固定電話がないう

ちも周りを見ると結構いらっしゃいます。ですので、子どもが電話したく

ても、親に知られたくなくて電話できないケースがあるのではないかなと

思いました。できればカードを配るときに、電話ができなかったら学校の

先生や保健の先生にまずは最初に相談してもいいんだよと付け加えてい

ただけると、もっと利用してくれる人が増えるのかなと思います。 

 

ありがとうございます。配布を前提とした運用のご意見をいただきまし

た。他にいかがでしょうか。 

 

カードを配ることに関しては良いと思いますが、子どもたちにどう展開

するかが重要だと思うんですね。やはりこのコンセプトの内容を聞いてい

ると大人向けに感じます。チラシ等も作るということなので、そちらでど

う説明していくかが重要ですが、小学生、中学生、高校生、ヤングケアラ

ー家庭の大人から見た印象ってそれぞれ全然違ってくるので、子どもから

大人まで同じキーワードで全部統一するというのはかなり危険だと思い

ます。私自身ヤングケアラーだったのかなという経験があるのですが、こ

れを見て僕が電話したかなと思うと、絶対していないです。というのは、

自分の状況に困っているとも思わなかったですし、親も子どもに強いてい

ると思っていなかったはずです。このカードできっかけを作るのであれ

ば、教育委員会等や実際に対象となる小学生や中学生、高校生、またそれ

以上の年代それぞれの方々から、きちんと意見を聞いて展開する方法をも

う一度考えていただいて、どうすれば効果的であるかを検証し、生かして

いただければと思います。予算的なものや時間的なものもあると思います

が、早急に対応していただきたいというふうに要望させていただきます。 

 

ありがとうございました。こちらも運用に関するご意見を承りました。 

また、学校で意見を聞いていないわけではなくて、様々な学校種でスク

ールソーシャルワーカーとしてお入りになっているかと思いますので、リ

サーチが済んでいるというふうに承りました。 

他にいかがですか。 

 

僕はあくまで当事者の意見を踏まえて考えていただきたいです。そもそ

もこういった施策を全体的に展開するプロセスの中では、子どもの主体性

ということであれば、子どもや当事者の意見を踏まえるという流れを設け

ておくべきなのだと思います。今後のプロセスでは、きちんとそこを踏ま

えた上で進めていただく、流れを作っていただくべきだと思います。私も

当事者ではないので私の意見が正しいかどうかは分かりませんが、だから

こそ僕はこの報告事項に対しては、当事者の意見を聞くべきだとしか言え

ないです。 
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最後のご質問でお願いいたします。 

 

私はこのカード自体は面白いなと思いました。ただ、次のステップが本

当は大事なのではないかと思います。自分もそうだなとか相談してみよう

となるのか、それとも役所のホームページだなとなってしまうのか、そち

らが大事だと思うので、これでやってみてその中で工夫されたら良いので

はないかと思いました。 

 

ありがとうございます。これも運用に関するご意見だったと思います。 

それではよろしいでしょうか。 

 

当事者に確認したのかという点について、子ども家庭総合支援センター

でこれまでシンポジウムや元当事者の方のお話をする機会がございまし

た。その中で、こういうものをコンセプトとして考えているということを

伝えたときに、ヤングケアラーの子どもたちに伝える第一弾の手法として

はいいのではないかということで一応ご意見もいただいております。今

後、このカードを通していろいろなご意見があると思いますし、小・中学

生、高校生、大学生、またその家族の環境とかいろんな状況に応じて、こ

の手法が正しいのか、違ったのか、変わってくると思います。ただ、今後

授業等を通してご意見を聞いていきたいと考えておりますので、時間を置

くのではなく、この手法がもし沿っていないようであればまた違う手法を

考えるという方向で進めていきたいと考えております。 

 

ありがとうございました。事柄の即時性という観点からも、この事務局

の報告を承認する形でよろしいでしょうか。 

 

私は賛成ではありません。 

 

はい、委員の意見として議事録に残していただきたいと思います。 

 

（その他異論なし） 

 

それでは議題の４その他について、お願いいたします。 

 

事務局からは３点ございます。１点目ですが、第３期上尾市子ども・子

育て支援事業計画策定に係るニーズ調査についてでございます。こちらは

今年度行いたいと考えているものです。本日ご審議いただいた第２期上尾

市子ども・子育て支援事業計画は、令和２年度から令和６年度までの 5 年

計画となっております。また同じくご審議いただいた、上尾市子どもの貧

困対策計画も６年度までの計画となっております。そのため次期計画とな

る第３期上尾市子ども・子育て支援事業計画は、この二つを統合して、子

ども子育て支援施策の推進と、子どもの貧困対策を一体的に進めるものと

していきたいと考えており、その計画の策定にあたって、今年度ニーズ調

査を行いたいと考えております。今後、業者を決める入札後にアンケート

の作成を進めてまいりますが、アンケート案ができた段階で一度皆様にメ

ール等でご周知をさせていただきたいと思います。そこでご意見をいただ
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き、第２回の子ども・子育て会議の際に、そのご意見を含めた案を皆様に

ご提示したいと考えております。その後アンケート調査を行い、集計分析

を年度末までに終わらせたいと考えておりますので、ご報告いたします。 

 

ありがとうございました。これについては委員の皆様のご協力をどうぞ

よろしくお願いいたします。 

それではその他の２点目をお願いいたします。 

 

２点目になります。上尾市では本日、上尾市こどもまんなか応援サポー

ターを宣言いたします。こどもまんなか応援サポーターとは何かという

と、今年度４月にこども家庭庁が発足し、こどもまんなか社会を目指すと

しており、その実現に向けて、その趣旨に賛同した地方自治体・団体・個

人等に対し、こどもまんなか応援サポーターになることの宣言を呼びかけ

ています。そこで、上尾市でも様々な子ども子育ての取組みをしている中

で、このこどもまんなかの取組みに賛同し、今後も積極的に子どもに関す

る施策に取り組んでいくため、こどもまんなか応援サポーターになること

を宣言いたします。こどもまんなかというものは、子どもや若者の意見を

聞き、その意見を尊重し、子どもや若者にとって良いことは何かを考え、

自分ができるアクションを実践していきます、どんな子どものことも考え

ていきますというようなコンセプトで、こども家庭庁が全国的に周知をし

ているというところでございます。サポーターになって行うことは、こど

もまんなかの趣旨に賛同し、サポーターの考えるこどもまんなかなアクシ

ョンを実行する、アクションを発信し地域社会に広く参加を呼び掛けると

されており、活動の状況をＳＮＳで発信するときには「＃こどもまんなか

やってみた」をつけていってほしいということになっております。実際に

市が始めることといたしましては、子どもに関連する活動をＳＮＳで発信

する際には「＃こどもまんなかやってみた」をつけて発信をしていきたい

と考えております。その他には、現在こども家庭庁でこどもまんなかマー

クを選定しており、それが決まりましたら、まず子ども未来部の職員がこ

のマークの缶バッチをつけてまいります。また、子ども子育てに関する施

設についても掲出して、皆様の機運の醸成を図っていきたいと考えており

ます。 

ご報告の最後の１点は、次回の会議についてです。１１月上旬頃を予定

しておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。報告についてはよろしいでしょうか。 

それでは以上をもちまして本日の議事を終了させていただきたいと思

います。 

 

（３）閉会 

 


